
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 第２回 

八代市国民健康保険運営協議会 

 

日 時：令和６年２月１５日（木） 

    午後２時開会 

場 所：八代市保健センター １階 集団検診室 

 

― 八代市健康福祉部 国保ねんきん課 ― 
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八代市国民健康保険運営協議会次第 
 

１． 開会 

２． 会の成立 

３． 市長挨拶 

４． 会長挨拶 

５． 報告 

①令和６年度八代市国民健康保険事業運営計画（案）について 

    ②令和６年度八代市国民健康保険特別会計予算（案）について 

    ③令和６年度国民健康保険制度改正について（予定） 

    ④国民健康保険特別会計の収支見通しについて 

⑤八代市国民健康保険第３期保健事業実施計画（データヘルス計画） 

 の素案について 

 

６．閉会 
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八代市国民健康保険運営協議会名簿 

任期：令和４年１０月１日～令和７年９月３０日    

令和６年２月１５日現在    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（敬称略・順不同）   

 

 

 

代表区分 
ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏  名 
職業または役職名 

被保険者代表 

ﾓﾄｼﾏ ｾｷﾔ 

本島 磧哉 
八代地域農業協同組合 理事 

ｻｴｷ  ｷﾖﾐ 

佐伯 きよみ 
八代漁業協同組合 組合員 

ﾏﾂﾓﾄ ﾋﾃﾞﾐ 

松本 秀美 
農業 

ﾎﾘｸﾞﾁ ｶｽﾞﾖ 

堀口 佳寿代 
自営業 

国民健康保険

保険医・保険

薬剤師代表 

ｵｵｶﾞｷ ｻﾄﾙ 

大柿 悟 
(一社)八代市医師会 副会長 

ﾏﾂﾓﾄ ﾉﾌﾞﾀｹ 

松本 展武 
(一社)八代郡医師会 副会長 

ﾀｶﾀ   ﾋﾛｷ 

高田 博樹 
(一社)八代歯科医師会 理事 

ｻﾜﾀﾞ ｶｽﾞｱｷ 

澤田 一昭 
(一社)八代薬剤師会 監事 

公益代表 

ﾄｸﾀﾞ ﾀｹﾊﾙ 

德田 武治 
八代市市政協力員協議会 会長 

ｶｹﾋ ﾖｳｺ 

掛樋 洋子 
八代市地域婦人会連絡協議会 副会長 

ｳｴﾑﾗ  ｺｳｼﾞ 

上村 耕治 
八代市民生委員児童委員協議会 会長 

ﾏﾂﾓﾄ ｱｷﾗ 

松本 章 
八代商工会議所 専務理事 

被用者保険等

保険者代表 

ｳｴﾂｶ ｷｮｳｼﾞ 

上塚 恭司 

熊本県被用者保険等保険者連絡協議会 

地方職員共済組合熊本県支部 事務長 

ﾄﾐﾀ ｶｽﾞﾉﾘ 

冨田 和典 

熊本県被用者保険等保険者連絡協議会 

全国健康保険協会熊本支部 支部長 
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国民健康保険運営協議会関係法規等抜粋 

○国民健康保険法 

(国民健康保険事業の運営に関する協議会) 

第十一条 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより都

道府県が処理することとされている事務に係るものであつて、第七十五条の七第一

項の規定による国民健康保険事業費納付金の徴収、第八十二条の二第一項の規定に

よる都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の重要事項に限る。)を審議させ

るため、都道府県に都道府県の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項(この法律の定めるところにより市町村が

処理することとされている事務に係るものであつて、第四章の規定による保険給付、

第七十六条第一項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。)を審議さ

せるため、市町村に市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営

に関する事項(第一項に定める協議会にあつてはこの法律の定めるところにより都

道府県が処理することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会に

あつてはこの法律の定めるところにより市町村が処理することとされている事務

に係るものに限る。)を審議することができる。 

４ 前三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な

事項は、政令で定める。  

 

○国民健康保険法施行令 

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織) 

第三条 法第十一条第一項に定める協議会(第五項において「都道府県協議会」とい

う。)は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益

を代表する委員及び被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和

五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第三項に規定

する被用者保険等保険者をいう。以下この条において同じ。)を代表する委員をも

つて組織する。 

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する

委員及び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委

員の数は、被保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。 

３ 法第十一条第二項に定める協議会(以下この条において「市町村協議会」という。)

は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及び公益を代

表する委員各同数をもつて組織する。 

４ 市町村協議会は、被保険者を代表する委員の数以内の数の被用者保険等保険者を

代表する委員を加えて組織することができる。 
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５ 都道府県協議会及び市町村協議会(次条及び第五条第一項において「協議会」と

いう。)の委員の定数は、条例で定める。 

 

(委員の任期) 

第四条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

 

 (会長) 

第五条 協議会に、会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれ

を選挙する。 

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代

行する。 

 

○八代市国民健康保険条例 

第 2 章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会 

(市の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数) 

第 2 条 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委

員の定数は、次に定めるところによる。 

(1) 被保険者を代表する委員 4 名 

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4 名 

(3) 公益を代表する委員 4 名 

(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 2 名 

 

(規則への委任) 

第 3 条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

○八代市国民健康保険条例施行規則 

第 2 章 市の国民健康保険事業の運営に関する協議会  

(協議会) 

第 2 条 協議会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じて審議し、答申する。 

(1) 一部負担金割合に関すること。  

(2) 国民健康保険税に関すること。  

(3) 国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号。以下「法」という。)第 58 条による

保険給付の種類及び内容の変更に関すること。  

(4) 保健事業の実施大綱の策定に関すること。  

(5) その他市長において重要と認める事項 
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(会長及び副会長) 

第 3 条 協議会に会長 1 人及び副会長 1 人を置き、公益を代表する委員のうちから協

議会において互選する。  

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。  

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。  

 

(会議の招集) 

第 4 条 会長は、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。 

2 会長は、市長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を

示して会議招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から 7 日以内

に会議を招集しなければならない。  

 

(定足数及び表決) 

第 5 条 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。  

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するとこ

ろによる。  

 

(会議録) 

第 6 条 協議会の議事については会議録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を

記載する。  

2 会議録には、議長及び出席した委員のうちから議長が指名する委員 2 人が署名し

なければならない。  

 

 

 

 


